
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２基板と、
　画像表示領域における前記第１基板上に設けられ、マトリクス状に配置された画素電極
部に電気的に接続される複数の信号電極手段と、
　前記画像表示領域における前記第２基板上に、前記信号電極手段の延設方向に配列され
たｎ個（ｎは２以上の自然数）の前記画素電極部に夫々交差するように設けられた複数の
走査電極手段と、
　前記画像表示領域の周囲にある額縁領域のうち前記信号電極手段の一端部側に位置する
所定個所の前記第１基板に対して取り付けられ、前記信号電極手段及び前記走査電極手段
を駆動する１チップ構造の駆動回路と、
　前記額縁領域における前記第１基板上に配線され、前記所定個所に近い側にある前記複
数の信号電極手段の一端部と前記駆動回路とを接続する複数の第１引き回し配線と、
　前記信号電極手段の延設方向に沿う前記額縁領域における前記第１及び第２基板間に設
けられ、前記複数の走査電極手段が延設された端部に夫々接続された複数の上下導通手段
と、
　前記信号電極手段の延設方向に沿う前記額縁領域における前記第１基板上に配線されて
おり前記複数の上下導通手段夫々と前記駆動回路とを接続する複数の第２引き回し配線と
、を備え、
　前記複数の第２引き回し配線は、前記走査電極手段の延設された端部が前記上下導通手
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段と接続されると共に、前記信号電極手段の延設方向に沿う前記額縁領域において前記所
定個所に向けて延設されてなり、
　前記画像表示領域は、前記走査電極手段に沿った方向よりも前記信号電極手段に沿った
方向に長く、前記画像表示領域では、前記信号電極手段に沿った方向の画素電極部の数が
前記走査電極手段に沿った方向の画素電極部の数よりも多いように前記信号電極手段、前
記走査電極手段、前記第１引き回し配線及び前記第２引き回し配線が設けられている
　ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　前記複数の走査電極手段は、前記上下導通手段から前記画像表示領域内部に向けて交互
に配線されていることを特徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記複数の上下導通手段は、前記複数の走査電極手段の一端部側に夫々設けられ、前記
複数の第２引き回し配線は前記走査電極手段の一端部側から前記所定箇所に延設されてい
ることを特徴とする請求項１記載の電気光学装置。
【請求項４】
　前記上下導通手段は、
　前記第１及び第２基板間に配置された上下導通材と、
　前記第１基板上に設けられており前記上下導通材と接触すると共に前記第２引き回し配
線の一端部に接続された上下導通端子と
　を含むことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の電気光学装置。
【請求項５】
　前記信号電極手段は、
　各画素毎に形成された画素電極部と、
　前記信号電極手段の延設される方向の前記画素電極部に対して所定の順序で接続される
接続する複数の信号配線部と
　を含むことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の電気光学装置。
【請求項６】
　前記信号電極手段は、各画素毎に前記画素電極部と前記信号配線部との間に２端子型非
線形素子を接続してなることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の電気光
学装置。
【請求項７】
　前記駆動回路は、前記第１基板上に搭載されていることを特徴とする請求項１から６の
いずれか一項に記載の電気光学装置。
【請求項８】
　前記第１基板上の前記所定個所には前記第１及び第２引き回し配線に接続された入力端
子が設けられており、前記駆動回路は前記入力端子に所定の接続手段を介して接続されて
いることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の電気光学装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の電気光学装置を表示装置として用いたことを特
徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶装置等の電気光学装置の技術分野に属し、特に複数の走査電極が配列され
た基板と走査電極に交差するように複数の信号電極が配列された基板とが対向配置された
形式のパッシブ又はアクティブマトリクス駆動方式の液晶装置等の電気光学装置の技術分
野に属する。また、本発明の電気光学装置を用いた電子機器に関する。
【０００２】
【背景技術】
従来、この種の液晶装置等の電気光学装置には、走査電極（若しくは共通電極又は走査線
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とも言う）が配列された側の基板又は信号電極（若しくはセグメント電極又はデータ線と
も言う）が配列された側の基板に、これらの走査電極及び信号電極を駆動するため１チッ
プ構造の駆動回路が取り付けられる形式のものがある。この場合、全ての走査電極及び信
号電極を１チップ構造の駆動回路の出力端子に接続する必要があるため、駆動回路が取り
付けられる側の基板上に、一端が駆動回路の出力端子に接続された引き回し配線が画像表
示領域の周囲に位置する額縁領域に多数引き回されることになる。更に、他方の基板に配
線された走査電極又は信号電極と一部の引き回し配線の他端（上下導通端子）とは、上下
導通材を介して相互に電気的接続される。このように駆動回路として１チップ構造の駆動
回路を用いると、全体としてコンパクト化及び低コスト化が図られた電気光学装置を構築
でき、例えば携帯電話等の小型の液晶装置等に好適に用いることが可能となる。
【０００３】
他方、この種の液晶装置等の電気光学装置には、例えば特開昭６０－６８３７１号公報に
開示されているように、一方の基板上に多重マトリクス構造の信号電極が配線され、他方
の基板上にストライプ状の走査電極が配線される形式のものがある。この場合、ｎ（但し
、ｎは２以上の自然数）重マトリクス構造を有する信号電極を用いれば、通常のマトリク
ス方式の場合と比較して、各画素に駆動電圧が印加される期間、即ち各画素が光る期間を
ｎ倍にでき、画面の明るさ及びコントラスト比を向上することができるとされている。更
に、例えば特開昭５８－１４３３７３号公報に開示されているように、データ線ではなく
、走査線を多重マトリクス構造にした液晶表示装置もある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
一般にこの種の電気光学装置においては、装置全体の大きさに対して画面を大きくするこ
とが望ましく、このためには、基板上において実際に画面が表示される画像表示領域を、
その周囲に位置すると共に画像が表示されない額縁領域に対して相対的に大きくすること
が望ましい。
【０００５】
しかしながら、上述した１チップ構造の駆動回路を用いると、一端が当該１チップ構造の
駆動回路に接続された多数の引き回し配線を額縁領域における基板上に配線する必要があ
るため、額縁領域の面積が大きくならざるを得ない。これに対処するためには、引き回し
配線の微細化を行うことが必要であるが、このような微細化を行うことは配線抵抗の増加
を招き、画像信号が劣化してしまうと共に駆動回路の電圧供給性能を高める必要性も生じ
てくるという問題点がある。
【０００６】
特に一対の基板の一方に走査電極が配線され他方に信号電極が配線される場合に１チップ
構造の駆動回路を用いると、駆動回路の無い方の基板上の走査電極又は信号電極を上下導
通材を介して駆動回路の在る方の基板上の引き回し配線に接続する必要がある。従って、
貼り合せ時の基板ずれ等を考慮して額縁領域内に一定面積が必用な上下導通端子を設ける
必要があるため、額縁領域を小さくするのは一層困難となる。
【０００７】
更にまた、表示画像の高品位化という基本的要請の下で、画素ピッチの微細化（即ち、走
査電極ピッチ及び信号電極ピッチの微細化）が進められると、引き回し配線の数も増加す
ることになり、引き回し配線を配線する額縁領域を小さくすることはより一層困難となり
、また配線抵抗や駆動回路の電圧供給能力の問題もより深刻化する。
【０００８】
他方、前述した多重マトリクス方式の電気光学装置は、多重マトリクス構造を持つ配線（
走査電極又は信号電極）の画像表示領域内における配線構造が基本的に複雑であるため、
画素ピッチを微細化する程に製造が極めて困難となると予想されることや微細化する程に
画素の開口領域（即ち、実際に光が透過して表示に寄与する領域）が画素間の配線により
顕著に狭められることなどの理由から、上述の如き走査電極ピッチや信号電極ピッチの微
細化（即ち、画素ピッチの微細化）には全く馴染まないと考えられている。
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【０００９】
本発明は上述の問題点に鑑みなされたものであり、額縁領域を画像表示領域に対して相対
的に小さくしつつ比較的容易に画素ピッチの微細化を図ることが可能であり、しかも低消
費電力化に適しており、高品位の画像表示が可能な電気光学装置を提供することを課題と
する。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の電気光学装置は上記課題を解決するために、第１及び第２基板と、画像表示領
域における前記第１基板上に設けられ、マトリクス状に配置された画素電極部に電気的に
接続される複数の信号電極手段と、前記画像表示領域における前記第２基板上に、前記信
号電極手段の延設方向に配列されたｎ個（ｎは２以上の自然数）の前記画素電極部に夫々
交差するように設けられた複数の走査電極手段と、前記画像表示領域の周囲にある額縁領
域のうち前記信号電極手段の一端部側に位置する所定個所の前記第１基板に対して取り付
けられ、前記信号電極手段及び前記走査電極手段を駆動する１チップ構造の駆動回路と、
前記額縁領域における前記第１基板上に配線され、前記所定個所に近い側にある前記複数
の信号電極手段の一端部と前記駆動回路とを接続する複数の第１引き回し配線と、前記信
号電極手段の延設方向に沿う前記額縁領域における前記第１及び第２基板間に設けられ、
前記複数の走査電極手段が延設された端部に夫々接続された複数の上下導通手段と、前記
信号電極手段の延設方向に沿う前記額縁領域における前記第１基板上に配線されており前
記複数の上下導通手段夫々と前記駆動回路とを接続する複数の第２引き回し配線と、を備
え、前記複数の第２引き回し配線は、前記走査電極手段の延設された端部が前記上下導通
手段と接続されると共に、前記信号電極手段の延設方向に沿う前記額縁領域において前記
所定個所に向けて延設されてなり、前記画像表示領域は、前記走査電極手段に沿った方向
よりも前記信号電極手段に沿った方向に長く、前記画像表示領域では、前記信号電極手段
に沿った方向の画素電極部の数が前記走査電極手段に沿った方向の画素電極部の数よりも
多いように前記信号電極手段、前記走査電極手段、前記第１引き回し配線及び前記第２引
き回し配線が設けられていることを特徴とする。
【００１１】
本発明の電気光学装置によれば、画像表示領域においては、複数のマトリクス状の画素電
極部とこれに電気的に接続される複数の信号電極手段が第１基板上に設けられており、複
数の走査電極手段が第２基板上に、信号電極手段の延設方向に配列された複数の画素電極
部に夫々交差するように設けられている。また、１チップ構造の駆動回路は、額縁領域内
に位置し且つ信号電極手段の一端側に位置する所定個所における第１基板上に取り付けら
れている。ここで、額縁領域においては、所定個所に近い側にある複数の信号電極手段の
一端夫々と駆動回路とが第１引き回し配線により接続されるので、当該第１引き回し配線
については、画像表示領域の周囲を殆ど引き回す必要はない。即ち、第１引き回し配線の
配線長は、基本的に短くて済む。他方、電極手段の多重マトリクス構造がｎ（但し、ｎは
２以上の自然数）重マトリクス構造の場合には、各走査電極手段の幅が、ｎ本の相隣接す
る信号電極手段からなる画素配列に対向するようにｎ画素分になる点、及び走査電極手段
の総数が、多重マトリクス構造を持たない場合（言わば、１重マトリクス構造の場合）と
比較して１／ｎ程度になる点に着目し、走査電極手段の額縁領域内に延設された端部に接
続された複数の上下導通手段夫々と駆動回路とが、第２引き回し配線により接続されるよ
うに構成する。これにより、第２引き回し配線の総数が、多重マトリクス構造を持たない
場合と比較して１／ｎ程度に減ぜられることにより、第２引き回し配線の額縁領域に占め
る領域を全体として１／ｎ程度に小さくできる。即ち、１チップ構造の駆動回路を用いて
いるにも拘わらず、第２引き回し配線が引き回される額縁領域の面積増加を極めて効率的
に抑制できる。逆に、走査電極手段は各画素のｎ倍程度の幅を持つので微細化を余り必要
とすることなく、多重マトリクス構造の信号電極手段と１チップ構造の駆動回路とを組み
合わせることが可能となる。
【００１２】

10

20

30

40

50

(4) JP 3794186 B2 2006.7.5



以上の結果、比較的配線長が短い第１引き回し配線と比較的総数が少ない第２引き回し配
線により、額縁領域を画像表示領域に対して小さくすることが可能となる。これに加えて
、第１及び第２基板の貼り合せ時の基板ずれ等を考慮して額縁領域内に一定面積が必要な
上下導通手段についても、多重数ｎに応じて総数が１／ｎ程度に減ぜられた走査電極手段
毎に設ければ良いので、即ち、上下導通手段の総数についても１／ｎ程度で済むので、額
縁領域を小さくするのが一層容易となる。更に、比較的配線長が短い第１引き回し配線と
比較的総数が少ない第２引き回し配線により、駆動回路から走査電極手段及び信号電極手
段に至るまでの配線全体における配線抵抗の増加を抑えることができ、配線抵抗の増加に
起因する画像信号の劣化を未然防止でき、比較的電圧供給性能の低い或いは耐圧の低い駆
動回路でも十分に高品位の画像表示が可能となり、駆動用の消費電力の低減にも繋がる。
この際、画像信号の１フレーム中の選択時間を多重数ｎに応じてｎ倍にできるため、デュ
ーティー比を下げることによっても駆動電圧を下げることができ、同時にコントラスト比
や明るさを向上できるという多重マトリクス構造の本来の作用効果も害されることはない
。
【００１３】
以上のように本発明により、額縁領域を画像表示領域に対して相対的に小さくしつつ比較
的容易に画素ピッチの微細化を図ることが可能であり、しかも駆動回路の耐圧や電圧供給
能力が低くても高品位の画像表示が可能となり、装置全体の低消費電力化も可能となる。
【００１４】
　本発明の電気光学装置の一の態様では、前記複数の走査電極手段は、前記上下導通手段
から前記画像表示領域内部に向けて交互に配線されている。
【００１５】
この態様によれば、画像表示領域の片側には、走査電極手段の総数の半分だけ上下導通手
段を設ければよく、従って、額縁領域における第１基板上にも、画像表示領域の両側に位
置する額縁領域部分に夫々半分づつ第２引き回し配線を設ければよい。この結果、画像表
示領域を囲む額縁領域にバランスよく第２引き回し配線を配線できるので、限られた額縁
領域内に一定幅の配線からなる第２引き回し配線及び一定面積を有する上下導通手段を空
間効率良く配置することが可能となる。
【００１６】
　本発明の電気光学装置の他の態様では、前記複数の上下導通手段は前記複数の走査電極
手段の端部側に夫々設けられ、前記複数の第２引き回し配線は前記走査電極手段の端部側
から前記所定箇所に延設されている。
【００１７】
この様態によれば、画像表示領域の片側には、各走査電極手段の上下導通手段が設けられ
るので、各走査電極手段に対する電圧印加はいずれも片側からとなり、電極の抵抗性分に
よる電圧波形のなまりの程度は各走査電極によって同じとなるので、表示ムラが走査電極
毎に生じることを抑制できる。また、第２引き回し配線は、額縁領域の辺に沿ってまとめ
て延設して１チップ構造の駆動回路に接続できるので、その結果、１チップ駆動回路内の
回路配置は走査電極駆動回路がチップ内の１辺側にまとめて配置でき、走査電極駆動回路
をチップの両側に分散配置する場合に比べて、駆動回路チップ内のクロック配線や電源線
などの配線本数が少なくなり回路構成を簡単にでき、チップを小さくすることもできる。
【００１８】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記画像表示領域は、前記走査電極手段に沿った
方向よりも前記信号電極手段に沿った方向に長く、前記画像表示領域では、前記信号電極
手段に沿った方向の画素電極部の数が前記走査電極手段に沿った方向の画素電極部の数よ
りも多いように前記信号電極手段及び前記走査電極手段が設けられている。
【００１９】
この態様によれば、画像表示領域の長手方向に多重マトリクス構造を持つ各信号電極手段
が伸びているので、信号電極手段の駆動回路に近い側の一端に接続された第１引き回し配
線の総数及び長さについては、その長手方向の長さによらずに夫々一定にできる。また、
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走査電極手段の総数（即ち第２引き回し配線の総数）についても、長手方向の画素数がｎ
個増加する毎に１本の走査電極手段（即ち１本の第２引き回し配線）を設ければ足り、第
２引き回し配線の長さについても画像表示領域の長手方向の長さに応じた分だけ伸ばせば
足りる。従って、本発明の上述の作用効果は、画像表示領域が長手方向に長くなる程によ
り顕著に発揮される。
【００２０】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記上下導通手段は、前記第１及び第２基板間に
配置された上下導通材と、前記第１基板上に設けられており前記上下導通材と接触すると
共に前記第２引き回し配線の一端に接続された上下導通端子とを含む。
【００２１】
この態様によれば、走査電極手段は、第１及び第２基板間に配置された上下導通材に接続
され、上下導通材は、第１基板に設けられており第２引き回し配線の一端に接続された上
下導通端子に接続されているので、駆動回路により、第２引き回し配線、上下導通端子及
び上下導通材を介して走査電極手段を駆動すること、即ち駆動電圧を供給することが可能
となる。この際特に、第１及び第２基板の貼り合せ時の基板ずれ等を考慮して額縁領域内
に一定面積が必要な上下導通端子の総数は１／ｎで済むので、当該上下導通端子が配置さ
れる額縁領域を小さくするのが非常に容易となる。
【００２２】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記信号電極手段は、各画素毎に形成された画素
電極部と、前記信号電極手段の延設される方向の前記画素電極部に対して所定の順序で接
続される接続する複数の信号配線部とを含む。
【００２３】
この態様によれば、駆動回路により、第１引き回し配線及び信号配線部分を介して各画素
電極部分に画像信号電圧が供給され、比較的簡易な構成を利用してパッシブマトリクス駆
動等が可能となる。
【００２４】
この態様では、前記信号電極手段は、各画素毎に前記画素電極部と前記信号配線部との間
に２端子型非線形素子を接続してなる。
【００２５】
このように構成すれば、例えば、ＴＦＤ（ Thin Film Diode：薄膜ダイオード）素子等の
２端子型非線形素子を介して各画素電極部分をスイッチング駆動することが可能となり、
特にコントラスト比が高く高品位の画像表示が可能なアクティブマトリクス駆動が可能と
なる。
【００２６】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記駆動回路は、前記第１基板上に搭載されてい
る。
【００２７】
この態様によれば、第１基板に駆動回路が、例えばフラットパッケージ化されてＣＯＧ（
Chip On Glass：チップオングラス）実装により搭載された、全体にコンパクトで小型軽
量化及び低消費電力化に優れた電気光学装置を実現できる。
【００２８】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記第１基板上の前記所定個所には前記第１及び
第２引き回し配線に接続された入力端子が設けられており、前記駆動回路は所定の接続手
段を介して前記入力端子に接続されている。
【００２９】
この態様によれば、第１基板に駆動回路が、所定の接続手段として例えばＴＡＢ（ Tape A
utomated Bonding）基板や専用コネクタ又はＡＣＦ（ Anisotropic Conductive Film：異
方性導電膜）などを用いて取り付けられる、設計自由度が高く低コスト化に有利な電気光
学装置を実現できる。
【００３０】
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本発明の電気光学装置の他の態様では、上述した本発明の電気光学装置において、前記信
号電極手段と前記走査電極手段とを入れ替えた構成を有する。
【００３１】
この態様によれば、駆動回路が取り付けられるのと同じ第１基板上に走査電極手段を多重
マトリクス状に設けることにより、第２基板上に設けられた信号電極手段に接続される上
下導通手段及び第２引き回し配線の数を相対的に少なくでき、よって額縁領域を画像表示
領域に対して相対的に小さくしつつ比較的容易に画素ピッチの微細化を図ることが可能と
なり、しかも駆動回路の耐圧や電圧供給能力が低くても高品位の画像表示が可能となり、
装置全体の低消費電力化も可能となる。加えて、信号電極手段側を駆動する能力（即ち、
画像信号電圧を供給する能力）が低い駆動回路を用いて比較的高品位の画像表示を行うこ
とも可能である。
【００３２】
また、本発明においては、上記の電気光学装置を表示装置として用いた電子機器を提供す
ることができる。本発明によれば、表示装置が小型となるので、携帯性に優れた電子機器
を提供できる。特に、走査電極手段よりも信号電極手段側に画素数が多い（表示領域が縦
長）の形状にした電気光学装置を表示装置として用いる場合には、本発明の電気光学装置
の効果が増すので、電子機器としてもメリットが大きい。
【００３３】
本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施の形態から明らかにされる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００３５】
（電気光学装置の第１実施形態）
電気光学装置の第１実施形態について図１から図４を参照して説明する。本実施形態は、
本発明をパッシブマトリクス駆動方式の液晶装置に適用したものである。尚、図１は液晶
装置の外観を示し、図２はこの液晶装置の第１基板上の信号電極等の平面レイアウトを示
し、図３は、この液晶装置の第２基板上の走査電極等の平面レイアウトを示しており、図
４は、これらの電極の具体的な構成例を拡大して示している。
【００３６】
図１に示すように、第１実施形態に係る液晶装置は、第１基板（セグメント基板）１及び
第２基板（対向基板）２が対向配置されており、両基板間には液晶が封入されている。平
面的に見て液晶が封入された両基板の中央には、実際に画像が表示される画像表示領域３
が規定され、この周囲に額縁領域４が規定されている。額縁領域４における第１基板１上
の実装領域１ａには、１チップ構造の駆動回路１００が搭載されている。
【００３７】
図１及び図２に示すように、画像表示領域３における第１基板１上には、複数の信号電極
１０が多重マトリクス状に設けられている。特に各信号電極１０は、画素対応して設けら
れた複数の画素電極部分１０ａとこれらを多重マトリクス状に接続する信号配線部分１０
ｂとから構成されており、Ｙ方向に伸延している。
【００３８】
これに対し、図１及び図３に示すように、画像表示領域３における第２基板２上には、複
数の走査電極２０が複数の信号電極１０に夫々交差するようにストライプ状に設けられて
いる。即ち各走査電極はＸ方向に伸延している。
【００３９】
図１及び図２に示すように第１基板１上において、１チップ構造の駆動回路１００は、信
号電極１０の一端側（図中下側）に位置する実装領域１ａに取り付けられており、信号電
極１０及び走査電極２０に対し、画像信号及び走査信号を夫々所定タイミングで供給する
ことにより、これらの電極を駆動する。より具体的には、図１に示した外部入力端子５を
介して、外部回路から所定フォーマットの画像信号が駆動回路１００に供給され、この画

10

20

30

40

50

(7) JP 3794186 B2 2006.7.5



像信号に基づいて駆動回路１００がパッシブマトリクス駆動を行うことにより、画像表示
領域３における画像表示が行われる。すなわち、走査信号が所定の走査電極２０に供給さ
れると、信号電極１０の延設方向に配列される隣接する２個の画素電極部分１０ａに対応
する画素に対して走査信号が供給されて画素が選択されるので、その２個の画素電極部分
１０ａに対して異なる信号電極１０から画像信号を供給して画像信号に応じて信号電極１
０の延設方向の複数の画素が同時に駆動される。
【００４０】
図２に示すように、額縁領域４には、駆動回路１００に近い側にある信号電極１０の一端
と駆動回路１００とを接続する複数の第１引き回し配線３１が配線されている。更に、額
縁領域４には、第１基板１上に設けられた上下導通端子４０と駆動回路１００とを接続す
る複数の第２引き回し配線３２が配線されている。
【００４１】
また、図２及び図３に示すように、額縁領域４における第１基板１及び第２基板２間には
、第１基板１上に設けられた上下導通端子４０と第２基板２上で走査電極２０の額縁領域
４内に延設された端部２０ａとを電気的接続する複数の上下導通材４１が設けられている
。
【００４２】
以上のように本実施形態によれば、額縁領域４において駆動回路１００に近い側にある信
号電極１０の一端と駆動回路１００とが第１引き回し配線３１により接続されるので、第
１引き回し配線３１については、画像表示領域３の周囲を殆ど引き回す必要はない（図２
参照）。即ち、第１引き回し配線３１の配線長は、基本的に非常に短くて済む。
【００４３】
ここで図４（ａ）に示すように、信号電極１０及び走査電極２０は、例えば２重マトリク
ス構造の場合には、走査信号Ｙ１、Ｙ２、…が供給される各走査電極２０の幅は、画像信
号Ｘ１、Ｘ２、…が供給される２本の相隣接する信号電極１０からなるＹ方向に並ぶ画素
配列に対向するように２画素分に（２画素電極部分１０ａ分）なる。他方、走査電極２０
の総数は、多重マトリクス構造を持たない場合（即ち、走査電極と信号電極との交点に一
対一対応して一画素が規定される、言わば１重マトリクス構造の場合）と比較して、１／
２程度になる。
【００４４】
また、図４（ｂ）に示すように、信号電極１０及び走査電極２０は、例えば３重マトリク
ス構造の場合には、各走査電極２０の幅は、３本の相隣接する信号電極１０からなるＹ方
向に並ぶ画素配列に対向するように３画素分（３画素電極部分１０ａ分）になる。他方、
走査電極２０の総数は、多重マトリクス構造を持たない場合と比較して、１／３程度にな
る。
【００４５】
そして、一般には、信号電極１０の多重マトリクス構造がｎ（但し、ｎは２以上の自然数
）重マトリクス構造の場合には、各走査電極２０の幅は、ｎ本の相隣接する信号電極１０
からなるＹ方向の画素配列に対向するようにｎ画素分になり、走査電極２０の総数は、多
重マトリクス構造を持たない場合と比較して１／ｎ程度になる。尚、図４の具体例では画
素電極部分１０ａと信号配線部分１０ｂとはＩＴＯ（ Indium Tin Oxide）膜等の透明導電
膜、またはＡｌ（アルミニウム）膜等の不透明な導電膜などから一体的に形成されている
が、例えば画素電極部分１０ａはＩＴＯ膜等の透明導電膜から形成し、信号配線部分１０
ｂはＡｌ膜等の不透明な導電膜から形成するというようにこれらを別材料から形成するこ
とも可能である。
【００４６】
また、走査電極２０はストライプ状ではなく、凸凹した蛇行配線として形成してもよく、
信号電極毎に交互に信号電極の延設方向に画素電極部分をずらして配列し、走査電極を蛇
行延設してずれた画素電極部分と重なるようにしても構わない。
【００４７】
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そこで本実施形態では、これらの多重マトリクス構造に係る走査電極２０の幅及び総数に
着目して、走査電極２０の端部２０ａに接続された上下導通材４１に接触する上下導通端
子４０と駆動回路１００とが、図２に示すように、第２引き回し配線３２により接続され
るように構成する。これにより、第２引き回し配線３２の総数は、多重マトリクス構造を
持たない場合と比較して１／ｎ程度に減ぜられる。例えば、画像表示領域３がＸ方向に１
００画素且つＹ方向に１００画素あるとすると、第２引き回し配線３２は、５０本で足り
る。
【００４８】
よって、第２引き回し配線３２の額縁領域４に占める領域を全体として多重マトリクス構
造を持たない場合と比較して１／ｎ程度に小さくできる。即ち、１チップ構造の駆動回路
１００を用いているにも拘わらず、第２引き回し配線３２が引き回される額縁領域４の面
積増加を極めて効率的に抑制できる。逆に、走査電極２０は、図４に示したように各画素
のｎ倍程度の幅を持ち、信号電極１０に比べて遥かに幅広に構成されるため、１チップ構
造の駆動回路１００を用いることに伴う微細化を殆ど必要としない。
【００４９】
以上の結果、図２に示すように比較的配線長が短い第１引き回し配線３１と比較的総数が
少ない第２引き回し配線３２により、額縁領域４を画像表示領域３に対して小さくするこ
とが可能となる。これに加えて、第１基板１及び第２基板２の貼り合せ時の基板ずれ等を
考慮して額縁領域４内に一定面積が必要な上下導通端子４０の総数についても、多重数ｎ
に応じて１／ｎ程度で済むので、額縁領域４を小さくするのが一層容易となる。
【００５０】
そして、このように比較的配線長が短い第１引き回し配線３１と比較的総数が少ない第２
引き回し配線３２により、駆動回路１００から走査電極２０及び信号電極１０に至るまで
の配線抵抗の増加を抑えることができる。このため、配線抵抗の増加に起因する画像信号
や走査信号の劣化を未然防止でき、比較的電圧供給性能の低い或いは耐圧の低い駆動回路
１００でも十分に高品位の画像表示が可能となり、駆動用の消費電力の低減にも繋がる。
【００５１】
この際、駆動回路１００により信号電極１０に供給される画像信号の１フレーム中の選択
時間を多重数ｎに応じてｎ倍にできるため、デューティー比を下げることによっても駆動
電圧を下げることができ、同時に画像表示領域３におけるコントラスト比や明るさも向上
できる（例えばｎ倍）。加えて、このように構成される多重マトリクス構造の信号電極１
０、第１引き回し配線３１及び第２引き回し配線３２、並びに１チップ構造の駆動回路１
００は夫々、既存の微細化技術で十分に作成可能であるので実践上も大変有利である。
【００５２】
本実施形態では特に、図３に示すように走査電極２０は、画像表示領域３の両側からその
内部に向けて交互に櫛歯状に配線されている。従って、画像表示領域３の片側には、走査
電極２０の総数の半分だけ上下導通材４１を設ければよく、図２に示すように第１基板１
上にも、画像表示領域３の両側に位置する額縁領域４部分に夫々半分づつ第２引き回し配
線３２を設ければよい。この結果、額縁領域４にバランスよく第２引き回し配線３２を配
線できる。例えば、画像表示領域３がＸ方向に１００画素且つＹ方向に１００画素あると
すると、第２引き回し配線３２は、片側に、２５本で足りる。このようにＸ方向の両側の
おける額縁領域をバランスよく狭めることが出来る。
【００５３】
また、本実施形態では特に、画像表示領域３は、Ｘ方向よりもＹ方向に長い長方形であり
、Ｙ方向の画素数がＸ方向の画素数よりも多いように信号電極１０及び走査電極２０が設
けられている。ここで第１引き回し配線３１の総数及び長さについては、図２から明らか
なように画像表示領域３のＹ方向の長さによらずに夫々一定にできる。また、第２引き回
し配線３２の総数についても、Ｙ方向の画素数がｎ個増加する毎に１本の第２引き回し配
線３２を設ければ良く（図４参照）、第２引き回し配線３２の長さについても画像表示領
域３のＹ方向の長さに応じた分だけ伸ばせば足りる（図２参照）。従って、画像表示領域
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３がＹ方向に長くなる程有利となる。例えば、２重マトリクスの場合、画像表示領域３が
Ｘ方向に６０画素且つＹ方向に１２０画素あるとすると、第２引き回し配線３２は、６０
本（片側に３０本ずつ）で足りる。特に、このようにＹ方向に長い液晶装置を構築すれば
、携帯電話など装置外形に応じて縦長画面が好まれる用途に非常に適している。一般には
、縦長の画面を得る為には、画像データの縦横変換処理などの余分な信号処理が必要とな
るが、本実施形態によれば、比較的簡単な構成により走査方向（Ｘ方向）が短い縦長の画
面を従来通りの走査方式で駆動できるので実用上大変有利である。
【００５４】
図９は本発明による電子機器の外観を示す図である。２２１は携帯型の情報機器であって
、携帯電話機能を内蔵しており、電池を電源としている。２２１は各実施形態による電気
光学装置を用いた表示装置であり、縦長の画像表示領域を有している。２３０は入力手段
となるペンであり、表示装置２２１の前面にタッチパネルが配置されているため、表示装
置２２１の画面を見ながら、ペン２３０によりその表示部分を押すことによりスイッチ入
力することができる。
【００５５】
尚、本実施形態では、図１に示したように、第１基板に駆動回路が、例えばフラットパッ
ケージ化されてＣＯＧ（ Chip On Glass：チップオングラス）実装により搭載されている
。或いは、リード端子を有するモールドパッケージ、フラットパッケージとして駆動回路
１００が第１基板１上に搭載される。
【００５６】
（電気光学装置の第２実施形態）
電気光学装置の第２実施形態について図５を参照して説明する。第２実施形態は、第１実
施形態と比べて駆動回路１００の取り付け方が異なるものであり、その他の構成について
は同様である。尚、図５は液晶装置の外観を示している。
【００５７】
即ち、図５に示すように、第２実施形態に係る液晶装置では、第１基板１上の所定個所に
第１引き回し配線３１及び第２引き回し配線３２に接続された入力端子１ｂが設けられて
いる。そして、図示しない１チップ構造の駆動回路は、専用コネクタ１０１により入力端
子１ｂに接続されている。専用コネクタ１０１は、入力端子１ｂにおける端子ピッチと同
一ピッチで絶縁層１０１ａに導電層１０１ｂが挟まれるように多数の絶縁層１０１ａと多
数の導電層１０１ｂとが交互に積層されてなり、積層方向から見てＬ字型の断面形状を有
する。従って、専用コネクタ１０１を用いて、第１基板１の下側や裏側に配置される配線
基板に接続するのに適している。尚、専用コネクタ１０１の断面形状は、コの字型等でも
よい。
【００５８】
（電気光学装置の第３実施形態）
電気光学装置の第３実施形態について図６を参照して説明する。第３実施形態は、第１実
施形態と比べて駆動回路１００の取り付け方が異なるものであり、その他の構成について
は同様である。尚、図６は液晶装置の外観を示している。
【００５９】
即ち、図６に示すように、第３実施形態に係る液晶装置では、第１基板１上の所定個所に
第１引き回し配線３１及び第２引き回し配線３２に接続された入力端子１ｃが設けられて
いる。そして、１チップ構造の駆動回路１００”は、プリント基板などの配線基板２００
上に搭載されており、ＡＣＦ（ Anisotropic Conductive Film：異方性導電膜）１０２に
より入力端子１ｃに接続されている。
【００６０】
或いは、ＴＡＢ（ Tape Automated Bonding：テープ・オートメイテッド・ボンディング）
基板或いはＦＰＣ（ Flexible Printed Circuit：フレキシブル・プリント回路）基板上に
１チップ構造の駆動回路を搭載し、ＴＣＰ（ Tape Carrier Package：テープキャリアパッ
ケージ）として第１基板１の入力端子１ｃに接続してもよい。
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【００６１】
（電気光学装置の第４実施形態）
電気光学装置の第４実施形態について図７及び図８を参照して説明する。第４実施形態は
、第１実施形態と比べて上下導通端子が全て基板の片側に配置されている点及びこれに付
随して第２引き回し配線の引き回し方及び駆動回路内の回路レイアウトが異なるものであ
り、その他の構成についてはほぼ同様である。尚、図７は第４実施形態における第１基板
上の信号電極等の平面レイアウトを示し、図８（ａ）は、第４実施形態における液晶駆動
回路内の回路レイアウトを示す図式的な平面図であり、図８（ｂ）は、比較のために第１
実施形態における液晶駆動回路内の回路レイアウトを示す図式的な平面図である。
【００６２】
即ち、図７に示すように、第４実施形態に係る液晶装置では、第１基板１’上のＸ方向に
ついての片側（図７で左側）に全ての上下導通端子４０’が配置されており、従って、第
２引き回し配線３２’も基板１’の片側（図７で左側）からのみ引き回されており、その
分だけ信号電極１０’、第１引き回し配線３１’、実装領域１ａ’及び駆動回路１００’
が、第１基板１’上において、上下導通端子４０’が設けられた側と反対の側（図７で右
側）に若干寄って配置されている。
【００６３】
図８（ａ）に示すように、駆動回路１００’内には、第２引き回し配線３２’が配線され
た側（図８（ａ）で左側の辺）に寄って走査電極駆動回路１１１’が配置され、第１引き
回し配線３１’が配線された側（図８（ａ）で上側の辺）に寄って信号電極駆動回路１１
２’が配置され、信号電極駆動回路１１２’に対向する側（図８（ａ）で下側の辺）に寄
って制御回路１１３’及び電源回路１１４’が配置されている。即ち、図８（ｂ）に示し
た第１実施形態のように第２引き回し配線３２を第１基板１の両側から引き回した場合は
、駆動回路１００内に両側（図８（ｂ）で左右側の辺）に２分割された走査電極駆動回路
１１１ａ及び１１１ｂが配置され、これらの間に信号電極駆動回路１１２、制御回路１１
３及び電源回路１１４が配置される構成と比較して、第４実施形態によれば、走査線駆動
回路１１１’を２分割する必要がなく、当該駆動回路１００’内における回路構成が簡単
となり、配線数も少なくなってチップ面積が小さくなり、更に、クロック信号線や電源配
線等の配線を分割された駆動回路夫々に引き回す必要も無いという利益が得られる。
【００６４】
更に、図７に示すように片側からのみ走査電極に走査信号を供給する第４実施形態によれ
ば、図２に示した両側から櫛歯状に走査信号を供給する第１実施形態と比較して表示画像
の品質について以下のような利益が得られる。
【００６５】
即ち、一般にこの種の液晶装置においては、走査電極の抵抗成分により、各画素における
走査電極部分は上下導通端子から遠ければ遠い程、上下導通端子を介して供給される走査
信号の電圧波形になまりが生じる。ここで、第１実施形態の構成では、各走査電極の端部
に位置する部分は、上下導通端子から近いものと遠いものとが上下（Ｙ方向）に交互に並
ぶため、上下に相隣接する画素間で、実行電圧の差が生じてしまい、上下方向に交互の表
示ムラが発生してしまう。特に、走査電極数が増加すると、各走査電極の選択期間が短く
なるので、走査信号の電圧波形のなまりによる影響が大きくなり、このような表示むらは
顕著となる。更に、走査電極が長くなると、上下導通材から遠い画素に対応する走査電極
部分における電圧波形のなまりがより大きくなるため、このような表示むらがより顕著に
なる。これに対して、第４実施形態によれば、上下に相隣接する画素間に対する走査信号
の電圧波形のなまりは、ほぼ同じであるため、このような表示むらが目立たなくなるとい
う利益が得られる。
【００６６】
尚、上述の各実施形態では、基板上に、例えば、（ＳＴＮ（ Super Twisted Nematic）、
ＴＮ（ Twisted Nematic）モード、ＶＡ (Vertically Aligned)モード、ＰＤＬＣ (Polymer 
Dispersed Liquid Crystal)モード等の動作モードや、ノーマリーホワイトモード／ノー
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マリーブラックモードの別に応じて、偏光フィルム、位相差フィルム、偏光板などが所定
の方向で配置される。更に白黒表示／カラー表示の別に応じてカラーフィルタやブラック
マトリクスを基板上に適宜設けてもよい。
【００６７】
上述の各実施形態において、信号電極に替えて走査電極を多重マトリクス状に形成すると
共に走査電極に替えて信号電極をストライプ状に形成し、走査電極が形成された側の基板
上に１チップ構造の駆動回路を取り付けるようにしてもよい。
【００６８】
また上述の各実施形態において、信号電極１０は、各画素毎に画素電極部分１０ａと信号
配線部分１０ｂとの間に（図２参照）、ＴＦＤ素子等の２端子型非線形素子を更に含んで
よい。このように構成すれば、２端子型非線形素子を介して各画素電極部分１０ａをスイ
ッチング駆動すること即ちアクティブマトリクス駆動が可能となり、特にコントラスト比
を高められる。
【００６９】
なお、本実施形態にて用いた各図面においては、基板上の電極や配線が部分的に省略して
記載されている箇所があるが、これは実際には断線しているのではなく、省略箇所におい
ても電極や配線が延設配置されているものである。
【００７０】
更に上述の各実施形態は、走査電極及び信号電極によるマトリクス駆動方式を行う電気光
学装置であれば、ＥＬ（ electroluminescence）表示装置、プラズマディスプレイ装置等
の液晶装置以外の各種の電気光学装置に応用可能である。
【００７１】
本発明の電気光学装置は、上述した各実施形態に限られるものではなく、本願明細書の全
体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのよう
な変更を伴なう電気光学装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電気光学装置の第１実施形態である液晶装置の外観斜視図である。
【図２】第１実施形態を構成する第１基板の図式的な平面図である。
【図３】第１実施形態を構成する第２基板の図式的な平面図である。
【図４】第１実施形態を構成する信号電極及び走査電極の具体例を示す拡大平面図である
。
【図５】本発明の電気光学装置の第２実施形態である液晶装置の外観斜視図である。
【図６】本発明の電気光学装置の第３実施形態である液晶装置の外観斜視図である。
【図７】本発明の電気光学装置の第４実施形態である液晶装置を構成する第１基板の図式
的な平面図である。
【図８】第４実施形態及び第１実施形態を構成する液晶駆動装置内における回路レイアウ
トを示す図式的な平面図である。
【図９】本発明の電気光学装置を表示装置に用いた電子機器の概観図。
【符号の説明】
１、１’…第１基板
１ａ、１ａ’…実装領域
１ｂ…入力端子
１ｃ…入力端子
２…第２基板
３…画像表示領域
４…額縁領域
５…外部入力端子
１０、１０’…信号電極
１０ａ…画素電極部分
１０ｂ…信号配線部分
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２０…走査電極
３１、３１’…第１引き回し配線
３２、３２’…第２引き回し配線
４０、４０’…上下導通端子
４１…上下導通材
１００、１００’、１００”…駆動回路
１０１…専用コネクタ
１０２…ＡＣＦ
１１１ａ、１１１ｂ、１１１’…走査電極駆動回路
１１２、１１２’…信号電極駆動回路
１１３、１１３’…制御回路
１１４、１１４’…電源回路
２００…配線基板
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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